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平成２３年度  

公益社団法人日本グライダークラブの記録 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Club Operation in 2011 
 

公益社団法人日本グライダークラブ定款より  
 

（目    的）  
第  ３  条   本クラブは、青少年を始め、大空に憧れを抱く者に対し、体験搭乗及
び操縦・整備技術などの指導・教育を通し、航空知識の普及とこれらの伝承を行うと
共に国際交流を行い、グライダースポーツ文化の向上・振興を図り、もってわが国グ
ライダー界の発展に資することを目的とする。  
 
 
（事    業）  
第  ４  条   本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  
 

（１）グライダーの啓蒙･啓発･普及に関する事業 

（２）グライダー及び曳航機の操縦技術の向上及びその指導者の養成 

（３）グライダーの操縦技術、整備技術等、及び安全運行・事故防止対策に 

関する研究並びにその施策 

（４）グライダー及び関係する装備・計器などの設計・制作・整備・修理・改造 

（５）この事業に必要な機材、施設、設備などの整備、及び人材の養成 
（６）その他本クラブの目的を達成するために必要な事業 

クラブホームページ  www.glider.jp 
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平成２３年度 公益社団法人日本グライダークラブ事業報告書 

 
                                           平成２４年１月３１日 

公益社団法人日本グライダークラブ 

理事長 吉田 正 

 

当クラブは平成 24年１月 13日付けで、公益法人認定委員会から公益法人の認定を受けることが出来ました。 

公益社団法人日本グライダークラブは、国土交通省所管のもと、航空の安全の促進と発展を目的として設立さ

れた社団法人です。当クラブでは定款に掲げる理念に基づき、平成２３年度は下記の通り、公益事業をはじめ

とした様々な活動を実施しました。平成２４年度も引き続き公益事業を積極的に推進する所存ですので、クラブ

の活動と運営に皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

１．公益事業 
 

１）主催事業 

 

第 1 回「OLC 藤倉記念チャリティーカップ」滑空競技会 

 

期   間 ： 平成２２年１０月１２日～平成２３年１０月 10日  

開 催 者 ： （社）日本グライダークラブ 

 参加人数 ： ３０名 
概   要 ： 競技飛行の普及と滑翔技術の向上を目的として、全国の 

グライダー愛好者に呼びかけ第 1回ＯＬＣ（オンライン 

コンテスト）藤倉記念チャリティーカップを開催した。 

 

第 1 回「板倉コンペ」滑空競技会 

 

期   間 ： 平成２２年１０月１２日～平成２３年１０月１０日  

 開 催 者 ： （社）日本グライダークラブ 

 参加人数 ： １９ 名 

 概   要 ：グライダーの安全飛行のための基礎的な滑空気象の解析 

            能力、および野外滑翔技術の向上を図る目的で、板倉滑空 

場をベースとして活動するグライダー愛好者を対象として、 

OLC を利用した競技会を開催した。 

 

 

２）各種講習会の開催 

 

ＡＦＲコース（Annual Flight Review） 

 期   間 ：平成２３年通年 

 参加人数 ：板倉滑空場の定期的利用者全員 

 概    要 ：板倉滑空場にて飛行を行うパイロットに対して AFR（Annual 

 Flight Review）を滑空機及び動力滑空機ともに実施した。 

                 

 

ベーシックコース（自家用受験準備コース） 

期  間：平成２３年７月２３・２４ ３０・３１ 

８月６・７（計６日間） 

参加人数：インストラクター2 名、練習生 5 名 

概  要：指定養成施設入所の目的で、６日間の学科及び飛行に関して 

集中トレーニングを行った。 
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指定養成コース 第３期（平成２２年度） 

 期  間：平成２３年３月２７  

４月１/２/３, ８/９, １６/１８（８日間） 

 参加人数 :指定養成施設入所者１名 

 概    要 :指定養成施設が開催され、１名が最終審査に合格した 

 

 

モーターグライダー受験準備コース 

 期  間：平成２３年８月１・３・４・５・６（５日間） 

 参加人数：インストラクター１名、練習生１名 

 概  要：モーターグライダー受験の準備のための学科および飛行 

について集中トレーニングを行った。 

 

 

クロスカントリー講習会 

 期   間 ：平成２３年２月１９日 

 参加人数 ：３８名 

概   要 ：グライダーパイロットを対象として、滑空に関する気象の理解 

を深める目的で、板倉滑空場を中心とした関東平野での滑空 

気象の解説を実施した。 

 

緊急機動訓練（EMFT）およびベーシックアクロ講習会 

   期   間：座学 9 月 10 日、実地 9 月～12 月随時 

   参加人数：合計で 18 名 

   概   要：座学修了者を対象に EMFTには TWINⅡ、ベーシックアクロ 

には FOXをそれぞれ使用して実地訓練を行った。 

  

 

整備士受験に関するガイダンス 

(コース１・二等航空運航整備士受験対策の代わりとして実施した) 

期   間 ： 平成２３年６月１２日 

参加人数 ： インストラクター1 名、受講者４名 

概   要 ： 二等航空運航整備士（上滑）を目指すには、何を勉強した 

       らよいかのガイダンス、および実作業等 

 

 

整備コース２（グライダー整備の基礎） 

期   間 ： 平成２２年１１月５・６・１２・１３ （４日間） 

参加人数 ： インストラクター１名、受講者６名 

概   要 ： 今後二運整を目指す人、整備に関心の有る受講生に対し 

「航空機の基本技術」、「航空法」、「サーキュラー」を分かり 

やすく解説し、さらに受験時に必要となる実技を中心に講習 

を実施した。 

 

整備コース３（FRP 修理講習） 

  期   間 ：平成２２年９月１８・１９・２０ （３日間） 

  参加人数 ：インストラクター１名、受講者４名 

  概   要 ：ＦＲＰ修理に関する基礎知識の習得から実機を想定した 

         ゲルコート仕上げの講習を実施した。 
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整備コース４（二整・上滑から動滑へのステップアップ） 

期   間 ： ２班に分け適宜６日間 

参加人数 ： インストラクター１名、受講者４名 

概   要 ： 当クラブの講習会に参加し、二運整、二整と合格し最期の 

           動滑に挑む受講者、ならびに旧三整（上滑）を所持する受講 

者に ステップアップ講習を実施した。後に４名全て実地試験 

に合格した。 

  

 

整備コース５（二運整から二整へのステップアップ） 

期   間 ： 適宜６日間 

参加人数 ： インストラクター１名、受講者２名 

概   要 ： 過去に当クラブの講習会を受講し二運整に合格した人に 

         対し二等航空整備士（上滑）へのスッテプアップ講習を実施し 

た。後日、この受講者が実地試験を受験し２名とも合格した。 

 

 

３）共催及び後援事業 

 

滑空スポーツ講習会 

 期   間 ：平成２３年２月２６日 

主   催 ：（社）日本滑空協会 

参加人数 ：６０名 

 概    要 ：滑空スポーツ向上のための知識・安全対策関する講習会が 

日本グライダークラブ総会の後、会員である講師を中心に開 

催された。 

 

４）地域交流および認知度の向上 

 

グライダー教室の開催 

 期   間 ：平成２３年１０月および 11 月の週末 

主   催 ：（社）日本グライダークラブ 

参加人数 ： 板倉町および藤岡町在住・在勤者１０名 

 概    要 ： 地域との交流、協調を目的として町の広報を通じて体験搭乗 

者を募集し、１日につき１～３名の体験搭乗を行って、グライ 

ダーおよびＪＳＣの活動への理解を深めた。 

 

グライダー体験搭乗 

 期   間 ：平成２３年１月から１２月末の週末・祭日 

主   催 ：（社）日本グライダークラブ 

参加人数 ：３９名 

 概    要 ：(社)日本グライダークラブの HP を見て来場した体験搭乗希望 

者に対して１日につき１～７名の体験搭乗を行って、グライダ 

－およびＪＳＣの活動への理解を深めた。 
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５）他団体交流事業 

 

日本および世界各地のグライダー関係団体と活発な交流 

 概   要：日本および世界各地（デンマークなど）の団体・会員と交流を深 

め、運航業務支援、知識・技術の共有、人材交流、７９条申請 

の相互協定、講習会・イベントの相互案内を促進する体制を確 

立した。 

 

６） 他団体合宿・体験搭乗受入 

 

板倉滑空場で合宿・練習・体験搭乗会を行った諸団体 

① 早稲田大学航空部  

② 慶應義塾大学航空部・高校航空部 

③ 東京大学航空部 

④ 東京工業大学 OB 会 

⑤ 三田ソアリングクラブ    

⑥ FOXアクロチーム  他 

概要 ： 上記団体について、運航支援および体験搭乗等を行い、 

航空スポーツの発展と普及に努めた。 

 

７）操縦教育 

 

滑空機、動力滑空機練習生に対する操縦教育実施 

土、日、祝祭日を中心に熱心な練習生が集まり、滑空機及び動力滑空機

のライセンスの取得を目指して操縦教育を行った。 

 

 

２． 講習会以外の安全事業 

 
 

 

 

１） １） 北関東航空連絡会（陸上自衛隊・北宇都宮駐屯地）への参加、 

飛行空域等の情報交換。 

２） 西関東航空連絡会（航空自衛隊・入間基地）への参加、 

飛行空域等の情報交換。 

３） 下総航空基地周辺飛行安全会同（海上自衛隊・下総基地）への参加、 

   飛行空域等の情報交換。 

４） 横田空中衝突防止会議（米空軍・横田基地）への参加 

飛行空域等の情報交換。 

５） 渡良瀬アクリメーション会議への参加・板倉滑空場の現況、発表。 

６） 渡良瀬スカイスポーツ協議会の月１回の連絡会議への出席 

他のスポーツ団体との情報交換。 
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３．会員活動 
1) 年間総曳航回数 1295回（HUSKY 1268回、DIMONA 27回）、DIMONA発航回 1445回数、SL機自力発 

   航回数 66 回、日本でも有数規模のクラブ運営を実施。 

2) 総会員数 157名   内訳：正会員 104名、賛助会員 52名。(平成24年1月31日現在) 

 

 

・滑空機曲技世界選手権に会員が日本代表として参加 

 

平成 23 年７月 26 日～8 月 7 日、ポーランド、トルンにおいて開催された 

第 14 回滑空機曲技世界選手権に会員の梶智就氏がソロフォックスで参戦

し、23 人中 9 位の好成績をおさめた。 

 

 

４．広報活動 
グライダーの普及と発展に寄与すべく、グライダーに関する広報活動を積極的に行い、理解度の向上に努

めた。クラブ内においても情報の共有化を推進した。 

 

・ グライダーに関する様々な情報（安全情報を含む）と公益事業などクラブ 

の主な活動内容を掲載したホームページ http://www.glider.jp を公開。 

・ リアルタイムでの板倉情報を発信するために、板倉ブログ「空を遊ぼう－ 

いたくらグライダーライフ」http://blog.livedoor.jp/japansoaringclub/を活用 

した。 

・ 会員専用のインターネットサイトを利用し、安全情報、事務手続きに関す 

  る資料などの共有化システムを構築。 

・ 各種マスメディアの様々な取材に協力。結果として、TV、新聞、雑誌、書 
  籍、タウン誌等で多数紹介された。 

 

５．安全体制の確立 
    平成 20 年末の事故後の事故再発防止対策 

平成 20 年 12 月 28 日に発生した ASK23ｂ機の事故をうけ、平成 21年 1 月、全クラブ員参加による安全 

 再点検のミーティングを板倉滑空場に於いて 3週にわたり実施しました。この検討には、MAN、MACHINE、

ENVIRONMENTの 3つのテーマに分類し問題点を抽出し、提起された課題は内容により分類して下記の

4 つのワーキンググループを結成し対策を検討しました。 

1. ピスト機能の再点検  

      2. 規程、ルール等の再点検  

3. パイロットの管理に就いての再点検  

4. 機材、施設の再点検 

 

この結果、下記の通りの対策が建てられ今後の活動に反映する事になりました。 

1. パイロットの自己管理に対するツールの整備、メンター制度の導入 

2. 規程類の見直し、整備、周知徹底 

3. ヒヤリハットレポートの積極的提出により経験を共有 

4. 運航システムに関するルールの見直し、周知徹底 

5. パイロットの教育制度の見直し 

 

上記対策の結果、改訂あるいは新規設定された規定類。 

1. パイロット資格とチェックアウト規定、AFR規定との関係早見表 

2. 危機管理マニュアル 

3. チェックアウト規定 

4. AFR規定 

5. ウエーブ、クロスカントリー、山岳フライトのガイド 

6. メンター制度 
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クラブ運航の安全体制を確認するために、下記項目の定着を再度促進した。 

１） 航空局の「小型機の技量維持に関する通達」を受け、独自のAFR制度を導入・継続している他、チェッ

クアウト規定およびビジター規定を整備し、広く一般への周知を目指してクラブホームページから参照

可能としている。その結果、当該制度が浸透し、クラブ内外に技量維持訓練および安全情報の伝達な

どが定着した。また、当該通達に関する安全講習会の開催に向けて、社団法人日本航空機操縦士協

会 社団法人日本滑空協会等の主管団体と講習会の共同開発を進めている。 

２） 運航規定、フライトマニュアル、ピストマニュアルなどの規定類を整備し集約した「板倉滑空場オペレー

ションハンドブック」の改訂を行い、かつ、飛行空域や制限空域・制限時間等に関する最新情報をホー

ムページ上で更新し、その徹底を図っている。 

３） 月に一度、第一土曜日（複数月）または第一日曜日（奇数月）を安全点検日として、訓練前に機材・設

備等の再点検及び搬入搬出路や滑走路のゴミ拾い等を行い、訓練後には会員相互のコミュニケーシ

ョンを良好にするためのミーティングを行っている。また、より安全に効率的に運航が行えるように、運

航方式についての検討は随時行い、改善すべき点があれば改善している。 

４） 航空自衛隊入間基地と空域調整について協議を行い、板倉の飛行日においては開始の連絡を入れる

だけではなく、特定の空域に関する情報も入手するようにした。また、高々度の飛行、長距離飛行に関

しては飛行方式を徹底させ、フライトプランのファイルを確認している。 

５） 板倉滑空場への来場者全員に、サロン入り口に設置した「板倉滑空場活動記録」に来場目的の記入

を義務付け、同時に記載された当日の運航担当、気象情報、使用滑走路、会員の使用機材・飛行内

容、イベント等の情報を認識し、さらに自己管理項目のI’M SAFE、練習許可書期限、身体検査証明書

期限、AFR実施日、自家用操縦士技量維持講習会の参加期日、過去90日間の飛行回数、自家用機の

耐空証明期限等の記入欄を設けて、各個人が自己管理を行えるようにしている。 

６） 訓練時に着用するための会員全員の名札を作成し、裏面に練習許可書期限、身体検査証明書期限、

AFR実施日などの情報を書き込むことにより、会員の自己管理部分の情報管理ツールとしてしている。 

７） 飛行前の全員参加によるブリーフィングで、安全に必要な項目をピストボードのチェックリストにしたが

って確認し、搭乗者名については名札マグネット等を利用して、常時確認を行っている。 

８）  前月末までに、運航日ごとの運航管理者１名、インストラクター１名、タグパイロット１名を決定し、公 

 表すると共に常時配置を定着させた。これに加え学生の飛行機曳航の経験を援助する場として飛行 

活動に参加し、ラインボーイなどのスタッフ的業務を会員と一緒に担って貰っている。 

９）  インシデント対策その他運航の安全を確保するための施策を逐次実施し、インシデントレポート及び  
ヒヤリハットレポートを作成して、メーリングリストを介してその都度会員に配信し事例、経験の共有化

を図っている。 
10） 滑走路の平坦化工事、草刈り等により使用できる面積を広げ、安全対策、騒音軽減を図るため、滑

走路、タクシーウェイ、駐機場等の延長・区分・整備等を行った。 
11） ゴルファー対策として、大きくて目立つ立ち入り禁止看板を滑走路の各入口に配置している。 
12） （株）ジャネットと連携して、無線検査（TABチェック）の日取りを年４回定め、個人所有機も含めてまと

めて検査を行う体制を継続した。 

 

６．クラブ運営体制の改善 

クラブ内部の運営体制を改善するために、下記の項目を実施した。 

１） インストラクター、曳航パイロットに対して研修会を実施し、安全情報を確認する機会を持つと同時にク

ラブとしての認定を行った。 

２） 会員のボランティア活動に対するリスクを多少なりとも軽減し、活動を促進するために、クラブとして傷

害・賠償責任保険を付保している。これはクラブ活動中の不測の事故や損害に備えて、会員に対して

お見舞金や損害賠償に対する補償をクラブより補填する制度であり、制度を周知させるためにマニュア

ルを作成の上、会員全員に配布している。 

３） 滑空場内で使用する車両（ピストカー、バギー、リトリブカー、草刈機等）について自賠責保険を付保し

ている。 

４） 公式文書の改廃リストをアップデートし、東京事務所にて現在有効な公式文書番号を管理できるように

改善した。また、メーリングリストの共有フォルダーに公式文書リストをアップロードすることにより、常時

会員より参照可能としている。 

５） 公式ホームページの迅速な更新とともに、リアルタイムでの活動状況を公開するため、板倉のブログを

開設している。 

６） より円滑なクラブ運営を目指すため、昨年導入した会費の自動引き落し制度をさらに徹底させた。 
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７．その他 

主として整備コース講習会受講者に対し、実地試験受験の支援（立合い教官、機体、場所、スタッフ等）を

行い、２２年度整備講習１を受講した２名の受験も支援した。 

２３年度の実地試験は二等航空運航整備士（上滑）２名、二等航空整備士実地試験（上滑）２名、（動滑）４

名、 計８名が合格し実績（全員合格）を残した。 
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公益社団法人日本グライダークラブ 
                     

■板倉滑空場 

住所：〒374-0101              

   群馬県邑楽郡板倉町除川 1286 

TEL/FAX：0276-77-0830 

□東京事務所  

住所：〒105-0004 

東京都港区新橋 1-18-1 

(航空会館 9F) 

TEL/FAX：03-3591-7728  

E-mail: shinbashi-office@glider.jp 

URL: www.glider.jp 

（社）日本グライダークラブ 統計資料館 
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